
 

平成 25年８月 23日 

 消 防 庁 

 

「平成 25 年度 救急業務のあり方に関する検討会」の発足 
 

  近年、救急出動件数は大幅に増加しており、平成24年度の救急出動状況によ

ると、救急出動件数は、約580万件で前年と比べ約９万件増加、また、救急搬送

人員についても約524万件で前年と比べ約７万人増加し、ともに過去最多となり

ました。今後も、高齢化社会の進展から救急搬送件数はますます増加し続ける

ことが予測されているおり、これらに対応するための方策を検討する必要があ

ります。 

特に、今年、法制化から50年を迎える救急業務は、救急隊員の処置範囲拡大、

救急救命士制度の制定及び新しい救急資器材の積載など、様々な高度化を遂げ

ており、これらを担う救急隊員等の教育のあり方について、更に検討すること

は極めて重要です。 

今般、こうした諸問題を含めた救急業務のあり方全般について研究・検討し、

救急業務の更なる充実を推進するため、標記検討会を発足することといたしま

したのでお知らせいたします。 

 

１ 第１回検討会の主な内容 

（１）今年度の検討内容 

（２）作業部会の設置について 

（３）その他 

 

２ 日 時 

  平成 25年８月 30日（金） 

 

３ 場 所 

  三番町共用会議所 大会議室 

  東京都千代田区九段南２丁目１番５号 

   
【連絡先】 

 消防庁救急企画室 

 担当：川本補佐・石田係長・渡部事務官 

 TEL：０３－５２５３－７５２９（直通） 

 FAX：０３－５２５３－７５３９ 



 

 

平成 25 年度救急業務のあり方に関する検討会開催要綱 

 

 

（開催） 

第１条  消防庁救急企画室（以下｢救急企画室」という。）は、「救急業務のあり方 

に関する検討会」(以下「検討会」という。）を開催する。 

 

（目的） 

第２条  今後も見込まれる救急需要の増大に対し、救急業務のあり方全般について、 

必要な研究・検討を行い、救命効果の向上を図ることを目的とする。 

 

（検討会） 

第３条  検討会は、次項に掲げる構成員をもって構成する。 

２ 構成員は、関係各行政機関の職員及び救急業務に関し学識のある者のうちから、 

消防庁長官が委嘱する。 

３ 検討会には、座長を置く。座長は、構成員の互選によって選出する。  

４ 座長は検討会を代表し、会務を総括する。 

５ 座長に事故ある時は、座長が指定した構成員がその職務を代行する。 

６ 検討会には、構成員の代理者の出席を認める。 

 

（作業部会） 

第４条 座長は、必要に応じ検討会に作業部会を置くことができる。 

２  作業部会の構成員は、関係各行政機関の職員及び救急業務に関し学識のある者

のうちから、座長が指名する。 

 

（構成員の任期） 

第５条  構成員の任期は、平成 26 年３月 31 日までとするが延長を妨げないもの 

とする。  

 

(運営） 

第６条 検討会及び作業部会の運営は、救急企画室が行う｡ 

 

（委任） 

第７条  この要綱に定めるもののほか、検討会の運営その他作業部会に関し必要事 

項は、座長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 25 年７月 30 日から施行する。 

  

 

 



 

平成 25年度「救急業務のあり方に関する検討会」構成員 
（五十音順） 

 
 阿 真 京 子  （知ろう！小児医療 守ろう！子ども達の会代表） 

 有 賀   徹   （昭和大学病院 病院長） 

有 賀 雄一郎  （東京消防庁次長兼救急部長事務取扱） 

 石 井 正 三  （日本医師会常任理事） 

 大 島 光 由  （札幌市消防局警防部長） 

酒 井 昭 孝  （山形県生活環境部危機管理・くらし安心局危機管理消防主幹） 

坂 本 哲 也  （帝京大学医学部教授） 

 佐 藤 雄一郎  （東京学芸大学社会科学講座准教授） 

島 崎 修 次  （国士舘大学大学院救急システム研究科長） 

鈴 川 正 之  （自治医科大学救急医学講座教授） 

高 城  亮   （奈良県医療政策部長） 

二 宗 伸 介  （大阪市消防局救急部長） 

山 口 芳 裕  （杏林大学医学部救急医学教授） 

○山 本 保 博  （東京臨海病院 病院長） 

 横 田 順一朗  （市立堺病院 副院長） 

横 田 裕 行  （日本医科大学大学院医学研究科救急医学分野教授） 

オブザーバー 
梶 尾 雅 宏  （厚生労働省医政局指導課長） 



救急業務に携わる職員の教育体制
強化に関する作業部会 

  ★救急救命士の教育強化体制★ 
・指導的立場の救急救命士について 
 

  ★救急隊員等の教育強化体制★ 
・教育体制の充実強化について 

  
  

★救急業務の高度化★ 
 ● ＩＣＴ等の活用 

・情報通信端末等活用の実態調査 
・ビデオ喉頭鏡のフォローアップ調査 

 

 

★消防と医療の連携★ 
● 「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に 

 関する基準」の具体的な運用や改善状況等の 
 フォローアップ調査 

  ・実施基準のフォローアップ調査 
 

 

★応急手当の普及促進★ 
 ● 応急手当の普及促進 
   ・新しい救命講習の実態調査 
 
 

 
  

 

  ★指令員の教育強化体制★ 
・指令員に必要な救急に係る教育について       

通知発出・教材の策定 実施基準の改正 

救急業務実施基準検討WG 

報告書の策定 

◎別表の見直し検討 
（車載資器材） 
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平成２５年度 救急業務のあり方に関する検討会 検討事項（案） 
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